
令和８年度沖縄県スクールカウンセラー等任用候補者再募集要項【八重山地区】 
 
 
 
    児童生徒の不登校及びいじめ、その他の問題行動の未然防止及び早期発見、早期対応 
を図るため、令和８年度沖縄県スクールカウンセラー等(以下「スクールカウンセラー」 
という。)の任用候補者を選考する。 

 
 
 
  (1) スクールカウンセラーは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
  ① 公認心理師（公認心理師法第２条に規定する者） 
  ②  財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士 
   ③ 精神科医 
   ④ 児童生徒の臨床心理に関して高度な専門的知識及び経験を有し、学校教育法に規   

定する大学の学長、副学長、教授、准教授又は講師（常時勤務する者に限る。）の
職にある者又はあった者 

  (2) スクールカウンセラーに準ずる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
   ① 学校教育法の規定に基づく大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児   

童生徒を対象とする相談業務について、１年以上の経験を有する者 
    ② 学校教育法の規定に基づく大学を卒業した者で、心理臨床業務又は、児童生徒を   

対象とする相談業務について、５年以上の経験を有する者 
    ③ 医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とする相談業務について、１年以上の   

経験を有する者 
    ④ 県が上記の者と同等の知識経験を有すると認めた者 
 
 
 
   (1) 選考の方法 面接及び書類審査 
   (2) 任用候補者 八重山地区若干名 
   ※任用候補予定者数については、令和８年度予算に応じて確定します。 
  (3)雇用期間  令和８年任用の日～令和９年３月 31 日（会計年度任用職員） 
   ※再度の任用については、再び求人がある場合において同一人が応募し、選考を踏ま   

えて再度任用される場合があります。 
 
 
 
 ◎ 最寄りのハローワークにて、所定の手続を経て紹介状をもらい、八重山教育事務所

へ出願手続を行うものとする。 
 
    (1) 出願書類等の配布 
      ① 配布機関 

八重山教育事務所（℡ 0980-82-3622)  
※「八重山教育事務所」ホームページからもダウンロード可能 
 

      ② 配布期間  令和８年３月２日(月)～令和８年３月 13 日(金) 
          ※土曜日、日曜日及び祝祭日を除く（ＨＰからダウンロード可能） 
 
      ③ 配布時間  午前９時～午後５時（ＨＰからのダウンロードは時間を問わず可

能） 
 
   
 
 

３  選考方法、任用候補者予定数及び雇用期間 
 

４ 出願書類等の配布及び出願手続き 
 

２ 資格 
 

１ 目的 

 



 
 
 (2) 出願書類及び提出について 

   【八重山】地区は、市町村立小中学校へ配置。 

     ① 宛先  ※提出は必ず郵送（書留）で行うこと（持込不可）。 
    

【八重山】〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里 438-1 八重山合同庁舎５階 
             沖縄県教育庁八重山教育事務所 指導班 行 
 
    ※封筒は角２封筒(縦 33㎝×横 23 ㎝）を使用すること。封筒の表に「スクール 

カウンセラー出願書類在中」と朱書きし、必ず書留で送ること。 
 

   ②  受付期間  令和８年３月２日（月）～令和８年３月 13 日（金） 
※令和８年３月 13日（金）消印まで有効 

 
     ③ 出願書類 
   ※履歴書等必要事項を記入の上、以下の書類を提出すること 
   ア．履歴書：指定の「別記様式第１」 
   イ．自己アピール文 
   ウ．紹介状（ハローワークにて発行） 
   エ．資格を有することを証する書類の写し（臨床心理士等、Ａ４サイズ） 
   オ．スクールカウンセラー配置事業に係る調査票「別紙様式１」（令和７年度沖縄

県スクールカウンセラー等配置事業で任用されているスクールカウンセラー
を除く） 

   カ．通知用封筒（住所、宛名明記、長３封筒、110 円切手貼付） 
 
 
 
 
  (1) 面接期日及び会場等 
    ① 期  日  令和８年３月中 
 
  ② 面接会場  八重山教育事務所 
         ※面接会場、集合時間等については後日通知する。 
 
 
 
 
    選考結果の通知は、令和８年３月下旬頃、文書にて行う。 
    選考に関する個別の問い合わせには応じない。 
 
 
 
 
  任用候補者は、令和８年度沖縄県スクールカウンセラー等任用候補者名簿(令和８年
任用の日～令和９年３月 31日)に登載し、配置校等を確定する。 

    
  ※候補者名簿登録者は以下の書類を提出する。 
   〇雇入時問診票（別記様式第２） 
   

５ 面接 
 

６ 選考結果通知 
 

７ 任用候補者名簿への登載 
 


